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牧之原市感震ブレーカー等設置事業費補助金について 

 
 

１ 事業目的 

静岡県第４次地震被害想定で想定される南海トラフ巨大地震に備えて、地震発生

後の通電火災から「人命」・「家」・「地域」を守るため、感震ブレーカーの設置を推

進し、その設置費用の一部を助成する。 

 

２ 感震ブレーカーについて 

大地震発生時に電化製品付近に可燃物が散乱すると、電気復旧の際に「通電火災」

が発生する恐れがある。 

感震ブレーカーは震度５強以上の揺れを感知すると、３分後に自動的にブレーカ

ーを落とし電気を遮断する器具であり、各家庭に設置することで、電気復旧時に発

生する通電火災を防止し、延焼被害を大きく減少させることができる。 

 

３ 補助対象者について 

・市内に住宅を所有し、又は居住している個人で、当該住宅に感震ブレーカー等を

設置しようとする者（賃貸目的の住宅への設置については、当該住宅の居住者に

限る）。 

・市内に戸建住宅を新築する個人で、当該住宅に感震ブレーカー等を設置しようと

する者。 

 

４ 補助対象機器の規格について 

・一般社団法人日本配線システム工業会が定める規格で感震機能付住宅用分電盤

（ＪＷＤＳ0007付２）の構造及び機能を有するもの。 

 

５ 補助率 

・設置費用の 2/3（上限５万円、千円未満切り捨て）。 

・新築住宅は一律１万円。 

 

６ 申請受付 

 ・平成２９年６月１日より受付開始。 

  

７ 問い合わせ先 

牧之原市防災課（電話：２３－００５６） 
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